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増税して社会保障は削減
　

消
費
税
増
税
法
案
を
含
む
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
関
連
８
法
案
が
６
月
26
日
、

衆
院
で
民
主
・
自
民
・
公
明
な
ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
、
舞
台
は
参
院
へ
移
っ
た
。
民

自
公
が
密
室
で
決
め
た
「
一
体
改
革
」
で
、
国
民
生
活
や
医
療
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。

　

消
費
税
増
税
法
案
で
は
、

税
率
を
14
年
４
月
に
８
％
、

15
年
10
月
に
10
％
に
引
き
上

げ
る
。
国
民
負
担
は
13
・
５

兆
円
に
及
ぶ
過
去
に
例
の
な

い
大
増
税
だ
。
平
均
的
な
４

人
世
帯
で
は
、
年
間
約
16
・

５
万
円
の
負
担
増
と
な
り
、

給
料
１
カ
月
分
に
当
た
る
年

間
34
万
円
が
消
費
税
に
消
え

る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
約
６
割
を
占

め
る
家
計
の
消
費
支
出
は
冷

え
込
み
、
深
刻
な
景
気
後
退

を
招
く
。

　

医
療
機
関
へ
の
影
響
も
見

過
ご
せ
な
い
。
保
険
診
療
は

非
課
税
の
た
め
、
医
薬
品
や

歯
科
材
料
な
ど
に
か
か
る
消

費
税
は
、
す
べ
て
医
院
の
持

ち
出
し
（
損
税
）
だ
。
歯
科

医
院
の
年
間
平
均
損
税
額
は

39
万
円
。
10
％
に
引
き
上
げ

ら
れ
れ
ば
、
損
税
負
担
は
倍

増
す
る
。
国
民
の
生
活
悪
化

に
よ
る
受
診
抑
制
の
影
響
と

共
に
、
経
営
が
立
ち
行
か
な

く
な
る
医
院
の
増
加
が
懸
念

さ
れ
る
。

　

今
国
会
で
は
、
医
療
機
関

の
損
税
問
題
や
、
低
所
得
者

ほ
ど
負
担
が
重
く
な
る
逆
進

性
、
景
気
後
退
な
ど
の
問
題

点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
検
討
し
て
い
た
給

付
付
き
税
額
控
除
や
軽
減
税

率
な
ど
の
低
所
得
者
対
策

は
、
具
体
策
さ
え
示
し
て
い

　

税
制
「
改
正
」
法
案
の
な

か
で
は
、
当
初
、
所
得
税
の

最
高
税
率
（
課
税
所
得
５
０

０
０
万
円
超
）
を
40
％
か
ら

45
％
に
引
き
上
げ
る
案
が
示

さ
れ
て
い
た
。
所
得
１
億
円

を
境
に
所
得
税
負
担
率
が
減

少
す
る
い
び
つ
な
税
制
構
造

に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ

の
累
進
強
化
策
は
、
３
党
合

意
の
な
か
で
先
送
り
が
決
ま

り
、
大
資
産
家
を
過
剰
に
優

　

89
年
の
消
費
税
導
入
以

来
、
累
積
の
消
費
税
収
額
は

２
２
４
兆
円
に
達
す
る
一

方
、
89
年
比
の
法
人
税
の
累

積
減
収
額
は
２
０
８
兆
円
を

超
え
る
。
今
回
の
増
税
論
議

の
な
か
で
も
、
政
府
は
消
費

税
増
税
で
で
き
た
財
源
を

「
成
長
戦
略
」
に
重
点
的
に

配
分
す
る
と
し
て
お
り
、
消

費
税
増
税
分
が
法
人
税
減
税

の
穴
埋
め
に
消
え
る
こ
と
は

遇
す
る
政
策
減
税
が
続
い
て

い
る
。

　

消
費
税
増
税
で
国
民
負
担

が
増
え
る
一
方
、
消
費
税
の

負
担
が
ゼ
ロ
の
大
企
業
に
は

大
減
税
が
用
意
さ
れ
た
。
今

年
度
か
ら
始
ま
っ
た
法
人
税

減
税
だ
。
３
年
間
は
マ
イ
ナ

ス
２
％
、
以
後
マ
イ
ナ
ス
５

％
の
大
盤
振
る
舞
い
だ
。
減

税
額
は
10
年
間
で
約
10
兆
円

に
及
ぶ
。

容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

政
府
の
消
費
税
増
税
案
に

は
、
国
民
の
半
数
以
上
が
反

対
し
て
い
る
。
日
を
追
う
ご

と
に
国
民
の
怒
り
が
高
ま

り
、
被
災
地
か
ら
も
不
安
と

憤
り
の
声
が
相
次
い
で
い

る
。

　

協
会
は
、
国
民
生
活
と
健

康
、
医
療
機
関
の
経
営
を
守

る
た
め
に
、
消
費
税
増
税
法

案
の
廃
止
を
訴
え
る
と
共

に
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
適

切
な
税
制
へ
の
転
換
を
求
め

て
い
く
。

　

「
社
会
保
障
制
度
改
革
推

進
法
案
」
で
は
、
社
会
保
障

の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い

て
、「
家
族
相
互
及
び
国
民

相
互
の
助
け
合
い
の
仕
組
み

を
通
じ
て
そ
の
実
現
を
支

援
」
す
る
も
の
と
規
定
し
て

い
る
。
憲
法
が
定
め
る
社
会

保
障
へ
の
国
の
責
務
は
著
し

く
後
退
し
、
国
民
の
権
利
の

は
ず
の
社
会
保
障
が
「
自
己

　

「
改
革
」
の
基
本
方
針
で

は
、
医
療
保
険
制
度
に
つ
い

て
、「
保
険
給
付
の
対
象
と
な

る
療
養
の
範
囲
の
適
正
化
等

を
図
る
」と
し
、保
険
給
付
範

囲
の
縮
小
を
狙
っ
て
い
る
。

「
一
体
改
革
」
の
論
議
の
な

か
で
は
、
①
70
～
74
歳
の
窓

口
負
担
倍
増
②
市
販
類
似
医

薬
品
の
患
者
負
担
増
③
受
診

時
定
額
負
担
制
度
の
導
入
―

　

法
案
で
は
、「
生
活
保
護

制
度
の
見
直
し
」
を
掲
げ
、

「
生
活
扶
助
、
医
療
扶
助
等

の
給
付
水
準
の
適
正
化
」
を

早
急
に
実
施
す
る
こ
と
を
明

記
し
た
。
電
子
レ
セ
プ
ト
を

用
い
た
医
療
機
関
に
対
す
る

指
導
や
、
医
療
扶
助
へ
の
自

己
負
担
の
導
入
な
ど
、
生
活

保
護
へ
の
締
め
付
け
を
強
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

責
任
」
に
基
づ
く
制
度
へ
と

変
質
さ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
、「
給
付
の
重

点
化
及
び
制
度
の
運
営
の
効

率
化
」
を
実
施
し
て
い
く
と

し
、
社
会
保
障
費
の
削
減
路

線
を
法
制
化
。
医
療
・
介
護

・
年
金
・
障
害
者
福
祉
・
生

活
保
護
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分

野
で
給
付
削
減
策
を
強
行
し

て
い
く
。

―
な
ど
を
計
画
し
て
い
る
。

　

政
府
は
こ
の
間
、
一
定
額

ま
で
保
険
か
ら
除
外
す
る

「
保
険
免
責
制
度
」
の
導
入

や
、
保
険
外
併
用
療
養
費
制

度
（
実
質
的
な
混
合
診
療
）

の
拡
大
な
ど
を
検
討
し
て
き

た
。
保
険
範
囲
の
縮
小
で
患

者
負
担
が
増
加
す
れ
ば
、
受

診
抑
制
に
拍
車
を
か
け
る
こ

と
に
な
る
。「
い
つ
で
も
、

　

生
活
保
護
の
受
給
者
は
、

約
８
割
が
一
人
親
・
高
齢
者

・
障
害
者
世
帯
な
ど
の
社
会

的
弱
者
だ
。
残
り
の
２
割
で

も
、
50
歳
以
上
が
過
半
数
を

占
め
る
な
ど
、
就
労
場
所
を

確
保
す
る
こ
と
が
難
し
い
層

が
大
半
だ
。
生
活
が
困
難
な

社
会
構
造
に
目
を
向
け
な
い

ま
ま
、
画
一
的
な
給
付
抑
制

策
が
広
が
れ
ば
、
生
存
権
を

２
０
０
億
円
も
の
社
会
保
障

予
算
が
削
減
さ
れ
、「
医
療

崩
壊
」
や
「
介
護
難
民
」
な

ど
の
深
刻
な
社
会
問
題
を
引

き
起
こ
し
た
。
そ
の
結
果
、

国
民
生
活
の
悪
化
で
家
計
消

費
は
冷
え
込
み
、
財
政
難
を

深
刻
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

同
じ
路
線
上
に
あ
る
社
会

保
障
「
改
革
」
で
は
、
再
び

れ
る
医
療
」
と
い
う
国
民
皆

保
険
制
度
の
根
幹
が
覆
さ
れ

る
。

　

社
会
保
障
費
削
減
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
「
改
革
」
で

は
、
診
療
報
酬
の
改
善
は
望

め
ず
、
患
者
数
の
減
少
で
経

営
難
に
陥
る
医
院
の
増
加
が

懸
念
さ
れ
る
。

　

介
護
分
野
で
も
、「
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
の
適
正

　

民
主
党
の
公
約
の
目
玉
だ

っ
た
最
低
保
障
年
金
制
度

は
、「
社
会
保
障
制
度
改
革

国
民
会
議
」
の
議
論
に
先
送

り
に
な
っ
て
い
る
。
今
国
会

の
年
金
関
連
法
案
で
は
、
低

所
得
者
の
基
礎
年
金
に
月
６

千
円
加
算
し
て
い
た
の
を
や

め
、
月
５
千
円
を
基
準
に
納

付
期
間
に
応
じ
て
減
額
。
経

済
状
況
や
加
入
者
数
に
応
じ

過
ち
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な

る
。

　

社
会
保
障
に
関
す
る
「
主

要
な
財
源
に
は
、
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
収
入
を
充

て
る
」
と
明
記
し
た
。
消
費

税
収
の
範
囲
内
で
医
療
・
福

祉
施
策
を
実
施
し
、
高
齢
化

に
伴
い
社
会
保
障
支
出
が
増

加
す
れ
ば
、
さ
ら
な
る
消
費

税
増
税
か
、
社
会
保
障
の
削

減
を
迫
る
重
大
な
問
題
を
は

ら
ん
で
い
る
。

化
」
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

　

民
主
党
が
廃
止
を
公
約
し

た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

は
、「
社
会
保
障
制
度
改
革

国
民
会
議
に
お
い
て
検
討
」

す
る
と
し
て
、
先
送
り
し

た
。
も
と
も
と
民
主
党
は
、

保
険
料
が
際
限
な
く
上
が
る

「
後
期
」
医
療
の
仕
組
み
を

温
存
し
た
「
新
制
度
」
案
を

検
討
し
て
い
た
が
、
自
民
・

公
明
と
の
３
党
合
意
の
な
か

で
破
棄
。〝
う
ば
捨
て
山
〟

制
度
を
存
続
さ
せ
る
。

て
年
金
額
を
削
減
す
る
。

　

さ
ら
に
、
国
家
が
国
民
の

あ
ら
ゆ
る
情
報
を
掌
握
す
る

「
社
会
保
障
番
号
制
度
の
早

期
導
入
」
を
盛
り
込
ん
だ
。

す
で
に
医
療
・
年
金
・
税
な

ど
を
一
括
で
管
理
す
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
法
案
が
今
国
会
に

提
出
さ
れ
て
い
る
。
一
人
ひ

と
り
の
負
担
と
給
付
を
把
握

し
、
社
会
保
障
の
切
り
下
げ

と
国
民
負
担
増
に
悪
用
す
る

道
を
開
い
て
い
る
。

な
い
。
消
費
税
増
税
あ
り
き

で
民
主
・
自
民
・
公
明
３
党

に
よ
る
密
室
の
談
合
が
進
め

ら
れ
た
。

　

そ
も
そ
も
民
主
党
は
、

「
任
期
中
は
増
税
し
な
い
。

増
税
論
議
も
し
な
い
」
と
訴

え
、
09
年
の
総
選
挙
で
大
勝

し
た
。
裏
切
り
の
政
治
に
国

民
の
強
い
批
判
が
沸
き
起
こ

っ
て
い
る
。

歯
科
で
年
78
万
円
の
損
税
に

法
人
税
は
５
％
の
巨
大
減
税

消費税増税法案への大阪選出衆院議員の賛否
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消費税増税・社会保障「改革」法案の主な内容

税
　
制

消費税率 ▽14年４月に８％
▽15年10月に10％

低所得者対策 ▽�給付付き税額控除や軽減税
率の検討を先送り

所得税最高税率引き上げ ▽政府案を削除し、先送り

社
会
保
障

社会保障制度「改革」
推進法案

▽�社会保障に対する国の責任
を放棄し、国民の「自助」
・「共助」に変質

▽社会保障給付の削減
▽�医療・介護は保険のきく範
囲を縮小

▽生活保護水準は引き下げ
▽消費税収を主な公費財源に
▽�後期高齢者医療制度の廃止
撤回

▽最低保障年金の創設撤回

低年金者への加算 ▽�政府案を削除し、規模を縮
小

子育て新システム
▽株式会社の参入拡大
▽�保護者と施設の直接契約制
に

理
念
変
質
さ
せ
る
社
会
保
障
改
革
推
進
法
案

権
利
で
な
く「
自
己
責
任
」

保
険
範
囲
の
縮
小
ね
ら
う

共
通
番
号
制
で
国
民
管
理
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法人税の減収額（89年度比）と消費税収の推移
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消費税率の推移

累計224兆円

累計208兆円

法人税率の推移

侵
害
す
る
こ

と
に
な
り
か

ね
な
い
。

ど
こ
で
も
、

お
金
の
心
配

な
く
受
け
ら

　

小
泉
「
構

造
改
革
」
で

は
、
毎
年
２

民自公の密室談合「一体改革」
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